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父又は母がいないか、父又は母に一定の障がいがある世帯で、年度末時点で 18 歳以下の 

児童(一定の障がいがあるときは 20 歳未満)を養育する父、母又は養育者に支給されます。 

《手当月額》…所得制限あり 
児童 1 人目    46,690 円〜11,010 円 

 児童 2 人目以降  11,030 円〜5,520円 加算 
 

 

 

 
県内に住所があり、父又は母がいないか、父又は母に一定の障がいがある世帯で、年度末 

時点で 18 歳以下の児童を養育する父、母又は養育者に支給されます。 

《手当月額》…所得制限あり 
１年目から３年目（３年間） 児童１人 4,350 円 
４年目から５年目（２年間） 児童１人 2,175 円 
６年目から 手当の支給はなくなります。 
 
 

 
 

市内に住所があり、父又は母がいないか、父又は母に障がい（身体障がい者手帳 1〜3 級、
療育手帳Ａ又はＢ判定、精神障がい者保健福祉手帳 1 級又は 2 級）がある世帯で、年度末 
時点で 18 歳以下の児童を養育する父、母又は養育者に支給されます。 

《手当月額》…所得制限あり 
児童 1 人 3,000 円（両親死亡の場合は 4,500 円） 
 

 
 
 

ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を公費で負担して 
います。 
 
１ 対象者（所得制限あり） 

① 母子家庭又は父子家庭のうち１８歳以下（１８歳到達の年度の末日まで）の児童を 
扶養している父母等とその児童 

② 父母のいない１８歳以下（１８歳到達の年度の末日まで）の児童 
 

２ 助成の内容 
  保険診療分の自己負担全額を助成（無料化） 
 

児童扶養手当                  おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 

経済的支援・制度 

愛知県遺児手当                  おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 

豊田市ひとり親家庭等支援手当          おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 

母子・父子家庭医療費助成               福祉医療課 ℡ ３４－６７４３ 
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←児童手当について 
豊田市の HP 

 
 お子さんを養育している方に支給します。支給を受けるためには手続が必要です。児童手当
には申請期限があります。添付書類がそろわない場合でも受け付けますので、まずは認定請求
書を提出してください。 

対象児童、手当月額等については、            
市ホームページを確認してください。           

 
 
 

市民や市内の企業からご寄付いただいた「豊田市社会福祉協議会こども基金」を財源として、
児童の健全育成のために支給する制度です。 
 
１ 受給資格者 
  市内に住所があり、交通事故で父又は母などが死亡若しくは著しい後遺障がいのため 

に働けなくなった家庭の１８歳以下（１８歳到達の年度末日まで）の児童に支給されます。 
 手続きの際には、保険金の受取を証明するもの、除籍謄本、交通事故証明書などの書類

（写し可）の提出が必要となります。詳しくは上記までお問合せください。 
   
２ 支給について 

種類 対象 支給月 支給額（１人） 
激 励 金 全ての児童 毎年 １２月 １５，０００円 
入学祝金 小学校に入学する児童 ４月 ２０，０００円 
卒業祝金 中学校を卒業する児童 ３月 ５０，０００円 

 
 
 
こどもの健やかな成長のため、養育費の継続的な支払いを確保するための『養育費確保支援
事業』を実施しています。養育費の取決めにあたり、公正証書や調停調書等を作成した場合、
かかった費用を補助します。 
 
１ 対象者 

豊田市に居住しており、申請時にひとり親家庭の母又は父で、次の要件をすべて満 
たす方（債務名義を取得してから６か月以内に申請） 

① 養育費の取決めにかかる費用を負担した（補助対象は、本人負担分のみ） 
② 養育費の取決めにかかる債務名義がある（例︓公正証書や調停調書等） 
③ 養育費の取決めの対象となる２０歳未満の児童を扶養している 
④ 過去に他自治体を含め同一内容の支援制度による補助金を受けていない、または受け

る予定がない 
 
２ 補助対象費用 

① 養育費の取決めに係る公証人手数料令に定められた公証人が受け取る手数料 
② 養育費の支払いに関する家庭裁判所の調停申立てまたは裁判に必要な収入印紙代、連

絡用の郵便切手代 
③ ①②の手続きに際して、公証役場又は裁判所から提出を求められた書類等の取得に要

する費用（戸籍謄本等） 
   上記の費用の合計額について、４万円を上限として補助  

児童手当                    おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 

交通遺児激励金           豊田市社会福祉協議会 総務課 ℡ ３４－１１３１ 

 

豊田市養育費確保支援事業補助金         おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 
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母子・父子家庭及び寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と 
向上に努めるために、また児童の福祉増進のために必要な資金の貸付を行います。 

貸付には、原則、連帯保証人が必要となります。また審査があり、貸付できない場合が 
あります。 
 
１ 貸付を受けることができる方 

①  ２０歳未満の児童を扶養している配偶者のいない方 
②  父母のいない２０歳未満の児童 
③  子が２０歳以上になったため、母子福祉資金の貸付を受けることができない配偶者 

のいない女子（寡婦） 
④  上記①・③が扶養している児童又は子 

 
２ 貸付金の種類 

＜母子・父子・寡婦福祉資金の種類・内容一覧＞ 
貸付金の種類 貸付金の内容 

事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、什器
じ ゅ う き

、機械等の購入資金 

事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金 

技能習得資金 事業開始、就職のために必要な知識・技能を修得するために必要な授業料、
材料費、交通費などの資金 

就職支度資金 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金 

住 宅 資 金 現在住んでいる住宅の増改築、補修するために必要な資金、又は自ら居住
する住宅の建設・購入するために必要な資金 

転 宅 資 金 住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金に充てる資金 

医療介護資金 医療及び介護を受ける際に自己負担分などに充てる資金 

生 活 資 金 
技能習得期間中又は医療若しくは介護を受けている間失業している 
期間中、及びひとり親家庭になって７年未満世帯又は家計が急変した者の
生活資金 

結 婚 資 金 扶養する児童又は２０歳以上の子が結婚するのに必要な資金 

修 学 資 金 高等学校、高等専門学校、短大、大学、大学院、専修学校に修学中の学資
や生活費などに必要な資金 

就学支度資金 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短大、大学、大学院、専修学
校、修業施設へ入学及び入所に必要な資金及び受験料 

児童又は子の
修 業 資 金 

事業開始、就職のために必要な知識、技能を修得するために必要な授業料、
材料費、交通費等の資金 
（修業施設在学生） 

  ※子の資金は無利子、他の資金は保証人がない場合１．０％の有利子 
 
 

母子父子寡婦福祉資金の貸付           おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 
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世帯の自立を支援するための福祉的な貸付制度です。低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世
帯に対して、必要な相談支援と資金の貸付を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的
な自立を図ることを目的としています。 
 
※他の公的資金貸付制度を利用することが可能な場合や支払い先等への分割払いが可能な 

場合は、まずは、それらで対応できるか検討してください。（他制度が優先） 
※資金の使途に応じて要件と審査があり、貸付できない場合があります。 
 

 

 

 

 

ひとり親家庭の方は、所得税や住民税で、ひとり親控除が受けられる場合があります。 
※税制改正により、令和３年度課税（令和２年中の所得に対する課税）から、未婚の 
ひとり親も控除の対象になりました。 

 
 
 
 
 
所得税や住民税でひとり親控除を受けている方や、母子・父子家庭医療費受給者証を 

お持ちの方が国民健康保険加入者の場合で、国民健康保険税の納付が困難な方は、申請に 
より国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。 
 
 
 
 
 

国民年金保険料の支払いが困難な方は、申請により所得金額を基準に国民年金保険料の 
免除が受けられる場合があります。 

 
 
 

 
 

貧困により、生活が困難で一定の要件を満たす方は、固定資産税が減免される場合が 
あります。 

 
 
 
 
 
児童扶養手当の支給を受けている世帯に属する方が、JR の通勤定期乗車券を購入する 

場合、３割引きで購入できます。 
 

 

税金のひとり親控除                 市民税課 ℡ ３４－６６１７ 

国民健康保険税の減免               国保年金課 ℡ ３４－６６３７ 

国民年金保険料の免除                国保年金課 ℡ ３４－６６３８ 

固定資産税の減免                  資産税課 ℡ ３４－６６１８ 

JR 通勤定期券の割引               おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 

生活福祉資金の貸付      豊田市社会福祉協議会 くらし応援課 ℡ ３４－１１３２ 
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所得状況に応じて、次のような援助が受けられる場合があります。 
 

学校 援助内容 問合せ 

市立小中学校 学用品費・修学旅行費など 
通学する各小中学校又は 
豊田市教育委員会 学校教育課 
℡ ３４－６６６１ 

県立中学校 
学校給食費、医療費 

通学する各県立中学校又は 
愛知県教育委員会 保健体育課  
℡ ０５２－９５４－６７９３ 

学用品費、修学旅行費など 
通学する各県立中学校又は 
豊田市教育委員会 学校教育課 
℡ ３４－６６６１ 

県立高等学校 入学料及び授業料 
通学する各県立高等学校又は 
愛知県教育委員会 財務施設課  
℡ ０５２－９５４－６７６２ 

私立高等学校
(及び専修学校

高等課程） 

授業料の補助制度（国の就学支援含む） 愛知県学事振興課 私学振興室  
℡ ０５２－９５４－７４７７ 

授業料の補助制度 豊田市教育委員会 教育政策課 
℡ ３４－６６５８ 

 
 
 

家庭状況に応じて、入園調整における指数の加点があります。 
また、所得状況に応じて保育料が設定されています。 

 
 
 

成績優秀であり、かつ経済的な理由で修学が困難な高校生・大学生を対象とした「支給奨
学金制度」を設けています。 

なお、支給には一定の条件と定員があります。  
 
 
 
経済的な理由により就学が困難である市内に居住の高校生等を対象とした支給事業です。 
なお、支給は他制度優先であり、条件としては選考基準、定員があります。 

 
 
 

高校を卒業していないひとり親家庭の親もしくは子が、高等学校卒業程度認定試験合格に 
向けた講座を開始したときや修了したとき、及び合格したときに給付金を支給します。 

《支給額》  ①開始時 受講料の４割（上限あり） 
②修了時 受講料の１割（上限あり） 
③合格時 受講料の１割（上限あり） 

《申込方法》 講座受講前に相談の上、申請してください。 

就学・就園支援 

小・中・高等学校の支援                    電話番号は下表参照 

こども園の支援                    保育課 ℡ ３４－６８０９ 

支給奨学金制度         豊田市教育委員会 教育政策課 ℡ ３４－６６５８ 

高等学校卒業程度認定試験合格支援        おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 

高校生等就学応援金    豊田市社会福祉協議会 くらし応援課 ℡ ３４－１１３２ 
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豊田市内にお住まいの母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、働くために必要な技能習得の 
ための通学、就職活動や疾病、及び冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加等により、 
一時的に日常生活を営むのに支障がある場合に、家庭生活支援員を派遣して家事援助等を行 
っています。なお一定以上の所得がある方には、一部利用者負担があります。 

① 支援の内容…食事の世話、住居の掃除、生活必需品の買物など。 
② 支援の期間…同一家庭について１か年当たり１２０時間以内 
③ 利 用 方 法…事前に対象家庭の登録が必要です。家庭生活支援員の派遣は、豊田市 

      シルバー人材センターが行います。 
④ 利用料金（下表参照） 

利用世帯の区分 
利用料金（１時間あたり） 

生活支援 子育て支援 

生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 無料 無料 

児童扶養手当支給水準の世帯 １５０円  ７０円 

前記以外の世帯 ３００円 １５０円 

※ヘルパーの状況によってはご利用できない場合があります。 
 
 

 
 
子育ての援助を受けたい人と援助できる人が、こども園などへの送迎や冠婚葬祭、学校・ 

園行事などへ参加する時のお子さんの預かりなど、有償で助け合いをする制度です。 
ご利用には、講習会への参加、会員登録が必要となります。 
 

援助活動時間帯 月曜〜金曜 土・日・祝日・年末年始 キャンセル時 

午前７時〜午後７時 ８００円/時間 ９００円/時間 前日取消 無料 
当日取消 半額 
無断取消 全額 上記以外の時間 ９００円/時間 １，０００円/時間 

※活動の開始が午前７時前、終了が午後７時を過ぎる場合のその時刻を含む１時間は 
９００円（１，０００円）で計算することになります。 
※ひとり親世帯、３人以上のこどもや多胎児を養育する家庭、市民税非課税世帯、障がい
世帯を対象とした利用費補助制度があります。 
 
 

 

 

生活の支援 

ひとり親家庭等日常生活支援事業          おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 

ファミリー・サポート・センター とよたファミリー・サポート・センター ℡ ３７－７１３５ 
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保護者が疾病、出産、看護、冠婚葬祭、出張及び学校等の行事への参加により、家庭に 
おける児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設等において児童の養育・ 
保護を行っています。なお、利用期間は７日以内で一部利用者負担があります。 
 
 

                 

 

小学校１年生〜６年生の児童を対象とし、保護者が就労等により昼間家庭にいない場合、
授業が終了した放課後等に適切な「遊び」や「生活」の場を提供し児童の健全育成を行って
います。 
  
１ 開設する日・時間 

①  学校の授業日（月〜金曜日）   …授業終了後〜１８︓３０ 
②  祝日、学校代休日、春・夏・冬休み …７︓３０〜１８︓３０ 

２ 開設しない日 
土・日曜日、５月３日〜５日、年末年始（１２月２９日〜１月 3 日） 

３ 参加者負担金 
月額 ５，５００円（８月は８，０００円） 
※その他長期休みの料金設定あり  
※減免規定あり 

４ 申込み 
毎年秋頃に行います。広報とよた、ホームページでお知らせします。 

 
 

 

 

１ 事業内容 
 経済的理由等により学習環境が整っていない子どもに対し、ボランティアによる集合型 
学習支援を実施するとともに、生活習慣の形成・改善など、家庭全体への生活支援を実施 
しています。 
 

２ 実施日・会場 
地区 会場 日時 

挙母①  
詳しくは 
よりそい支援課まで 
お問い合わせください。 

 

毎週木曜日    午後６時〜８時 
挙母② 毎週土曜日    午前１０時〜１２時 
高橋 毎週金曜日    午後６時〜８時 
高岡 毎週金曜日    午後６時〜８時 
猿投 毎週金曜日    午後６時〜８時 
上郷 毎週木曜日    午後６時〜８時 

子育て短期支援事業               こども相談課 ℡ ３４－６９６５ 

放課後児童クラブ             こども・若者政策課 ℡ ３４－６６３０ 

子どもの学習・生活支援事業          よりそい支援課 ℡ ３４－６７９１ 
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「子ども食堂」は、子どもたちに食事の提供のほか、集まった子ども同士や大人たちとの 
交流の場、見守りの場といった地域のなかの居場所です。 
※開催日時や場所、対象者等は、それぞれの子ども食堂によって異なります。また、場所や 
時間等に変更が生じる可能性がありますので、ご参加の場合は各子ども食堂に事前にお問い 
合わせください。 
 
 

子ども食堂名称 逢妻っ子 こどもの茶の間  
連  絡  先 080-9483-2211（代表者連絡先） 
場 所・日時 逢妻県営集会場︓原則 偶数月第２日曜日 午前 10 時〜午後１時 

子ども食堂名称 あそびとくらしとまなびの家 ちゃぽっと 
連  絡  先 090-5614-3587（代表者連絡先） 
場 所・日時 豊栄町︓毎月第１、第３月曜日 午前 10 時〜午後１時 

子ども食堂名称 うめつぼ子ども食堂 
連  絡  先 090-5874-3073（代表者連絡先） 
場 所・日時 デイサービスよっといでん︓原則第３日曜日 午前８時 30 分〜午前 11 時 

子ども食堂名称 おおぞらランチ 
連  絡  先 090-9129-8018（代表者連絡先） 

場 所・日時 若園交流館︓第１土曜日 午前 10 時〜午後２時 

子ども食堂名称 ひまわり邸 KODOMO 食堂 
連  絡  先 0565-33-0801 

場 所・日時 
特別養護老人ホームひまわり邸１階向日葵カフェ 
第４土曜日 午前 11 時 30 分〜午後１時 30 分 

子ども食堂名称 おばあちゃんと夕ごはん子ども食堂 
連  絡  先 070-8564-1103（代表者連絡先） 
場 所・日時 常盤町︓毎月第 4 水曜日 午後３時〜午後 7 時 

子ども食堂名称 きらりん 
連  絡  先 090-4233-1620（代表者連絡先） 

場 所・日時 深田山第２公会堂︓原則第４土曜日 午前 10 時〜午後 1 時 

子ども食堂名称 子どもカフェ まんぷく 
連  絡  先 0565-32-1970（代表者連絡先） 

場 所・日時 
産業文化センター︓ 第 2,3,4 土曜日 午後２時 30 分〜  
※第４土曜日のみ午前 11 時 30 分〜12 時 30 分 

子ども食堂                    よりそい支援課 ℡ ３４－６７９１ 
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子ども食堂名称 みんなで作るこども食堂 さんぽみち  
連  絡  先 090-8553-2952（代表者連絡先） 
場 所・日時 カフェ エンジェルマザー（若林西町）︓毎月第４土曜日午後 4 時〜午後 7 時 

子ども食堂名称 龍の子 たつのこ 
連  絡  先 090-7439-8264（代表者連絡先） 
場 所・日時 朝日ヶ丘 神龍寺茶室︓毎月第 3 金曜日 正午〜午後２時 

子ども食堂名称 ぬくもり♡ネット 
連  絡  先 0565-31-1808（代表者連絡先） 
場 所・日時 崇化館交流館︓毎月第 3 土曜日午前 11 時〜午後 2 時 

子ども食堂名称 東山ぐぅぐぅ食堂 
連  絡  先 090-4084-3913（代表者連絡先） 

場 所・日時 
市営東山住宅中央集会場 
第３または第４月曜日 午後 5 時 30 分〜午後６時 30 分  

子ども食堂名称 桝塚西町多世代サロン型子ども食堂 

連  絡  先 090-5603-1386（代表者連絡先） 
場 所・日時 桝塚西町「憩いの家・児童館」︓週１回 午前９時 30 分〜正午 

子ども食堂名称 子どもとつくる 10 代子ども食堂 「ゆるっと ほっと かふぇ」 

連  絡  先 090-3583-0422（代表者連絡先） 
場 所・日時 末野原交流館︓原則第 3 日曜日 午後１時〜午後 3 時 

子ども食堂名称 山二食堂 

連  絡  先 090-7439-8264（代表者連絡先） 
場 所・日時 小坂本町︓第 1 木曜日 午後４時〜午後 5 時 

子ども食堂名称 しもいちばわいわい子ども食堂 
連  絡  先 090-9908-1910 
場 所・日時 下市場区民会館︓第１､３日曜日 午前 9 時〜午後３時 

子ども食堂名称 アイビーの庭 
連  絡  先 090-4233-1620（代表者連絡先） 
場 所・日時 西部コミュニティーセンター︓毎週土曜日 午後３時〜午後５時 

子ども食堂名称 クックくらがいけ 
連  絡  先 080-5106-9894（代表者連絡先） 
場 所・日時 高橋交流館︓原則第４日曜日 午前 10 時〜午後２時 

子ども食堂名称 MINNA（みんな）こども食堂 
連  絡  先 090-6462-3867（代表者連絡先） 
場 所・日時 保見ヶ丘︓月１回土曜日 午前 11 時〜午後 1 時 
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子ども食堂名称 RAINBOW カフェ 
連  絡  先 090-4217-4861（代表者連絡先） 
場 所・日時 御作町︓不定期 午後１時〜4 時３０分 

子ども食堂名称 ビストロスマイリング 
連  絡  先 090-4211-6064（代表者連絡先） 

場 所・日時 
スマイリングキッチンラボ（美里）︓ 
第４金曜日 午後６時３０分〜午後８時３０分 

子ども食堂名称 ＪＡ高橋テラスゆうきの会 
連  絡  先 0565-80-3693 
場 所・日時 ＪＡ高橋支店︓ 第４日曜日 午前 11 時〜午後１時 30 分 

子ども食堂名称 もぐもぐ子ども食堂 
連  絡  先 090-7031-0844 
場 所・日時 県営美和団地集会場︓ 第２土曜日 午前 10 時〜午後３時 30 分 

子ども食堂名称 さくらんぼ 
連  絡  先 090-8151-7935 
場 所・日時 益富交流館︓ 第１，３日曜日 午前 11 時〜午後 2 時 

子ども食堂名称 前林ひまわり食堂 
連  絡  先 090-4468-1969 
場 所・日時 つつみ食堂（堤本町）︓ 第 4 土曜日 午前 11 時〜午後 2 時 

子ども食堂名称 わかしゃちハウス 
連  絡  先 080-1568-6271 
場 所・日時 産業文化センター︓第 2 日曜日 午前 11 時〜午後３時 

子ども食堂名称 サンくらがいけ 
連  絡  先 0565-80-1102（特別養護老人ホームくらがいけ 代表電話） 
場 所・日時 特別養護老人ホームくらがいけ︓第２日曜日 午前 11 時〜午後２時 

子ども食堂名称 なないろ竜神 
連  絡  先 090-5031-1063（代表者連絡先） 
場 所・日時 竜神交流館︓第３日曜日 午前 10 時〜午後２時 

子ども食堂名称 みんなの元気食堂 
連  絡  先 090-2922-8464（代表者連絡先） 
場 所・日時 上郷交流館︓第３日曜日 午前 10 時〜午後１時 
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１ 対象者  :  豊田市内に在住し、生活全般に困っている方 
 
２ 事業内容 
 ●自立相談支援事業 
  生活の困りごと全般にわたり相談支援を行い、関連機関や他制度などを活用しながら、 

支援プランに基づいた継続的な支援を実施し、各世帯の課題解決の手助けをします。 
また、就職を希望される方に無料職業紹介による求人情報の提供、求職紹介をします。 

 ●住居確保給付金 
転居費用及び家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確

保に向けた支援をします。  
 ●一時生活支援事業 
  一定期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供、その他日常生活に必要となる物資 

の貸与又は提供をし、自立を支援し安定した生活を営めるよう支援します。  
 ●就労準備支援事業 
  就労に必要な訓練を、日常生活自立、社会生活自立の段階から実施します。  
 ●家計改善支援事業 
  家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸し付けのあっせんや債務整理の支援等 

を実施します。  
 ●子どもの学習・生活支援事業 
  生活困窮世帯などの子どもに対し、学習支援を実施します。 
 
 
 
 
１ 対象者 

豊田市在住または在勤の小学生〜39 歳の方、高校生・学生（短大・専修学校生含） 
※個人登録が必要です。 

 
２ 利用方法 

・施設の無料利用…ダンスに最適な軽運動室や楽器練習ができる音楽室等の部屋を無料 
で利用できます。 

・フリー開放 ……利用のない部屋を開放しています。勉強等に利用できます。 
・卓球開放  ……月に２〜３回実施します。 
 ※開放の状況等は、事前にお問い合わせください。 

 
３ 支援事業 
 ●学習支援・学習相談 
  高等学校卒業程度認定試験の受験を希望する方を対象にした、学習支援・学習相談を 

実施します。 
  高等学校卒業を目指す方を対象にした学習支援・学習相談を実施します。 
 
４ 問い合わせ先 

住所︓豊田市小坂本町１－２５（豊田産業文化センター内） 
電話︓０５６５－３２－６２９６  メール︓youth@city.toyota.aichi.jp 
 

豊田市青少年センター                      ℡ ３２－６２９６ 

               
生活困窮者自立支援事業 

 

              よりそい支援課 ℡ ３４－６７９１ 
豊田市社会福祉協議会 くらし応援課 ℡ ３４－１１３２ 
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 「子どもの将来が不安」「子どもがひきこもっている」などの相談窓口、外出のきっかけとなる 
居場所や職業体験、家族・支援者の学習会等、こども・若者の社会参加や自立に向けた支援を行い
ます。 
《対象》     小学生から 39 歳までの方とその家族 
《問い合わせ先》 ０５６５－３３－１５３３ 
         〒471-0034 
         豊田市小坂本町 1-25 豊田産業文化センター1 階 
《利用時間》   午前 9 時〜午後 6 時  休館日／月曜日・日曜日・祝日・年末年始 
 

 

 
収入が一定の基準に満たない場合、家賃が軽減される制度があります。 
 

《問い合わせ先》 
豊田公営住宅センター 
豊田市喜多町６丁目３－４ （豊田公営住宅センター内） 
（市営）０５６５－３６－０６５５ 
（県営）０５６５－３４－２００１ 

 

 

市営・県営住宅                          電話番号は下表参照 

こども・若者総合相談センター   

豊田市こども・若者総合相談センター（RePPO-りっぽ-） ℡ ３３－１５３３ 
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母子・父子家庭や寡婦の方の就業を促進するための無料職業紹介、就業支援講習会の開催、

就業情報の提供等、一貫した就業支援サービスを行っています。 
 

１ 無料職業紹介所 

就職を希望される方に、求人情報の提供、求職紹介をします。 

 

２ 就業支援講習会 
  働くための技能・資格を習得する就業支援講習会を実施しています。募集期間等の 

詳細は広報とよたやホームページでご案内します。 
①  講習内容…パソコン講習(初級・中級)・調剤薬局事務(※)・日商簿記３級・介護     

職員初任者研修・医薬品登録販売者講習等 
②  日 程 …週１日 おおむね 4 か月程度（※ 週１日 おおむね２か月程度） 
③  定 員 …ひとり親家庭の母・父又は寡婦 各２０名 

（医薬品登録販売者講習については 40 名） 
(応募者多数の場合は抽選) 

④ 申込方法 …募集期間中におやこ応援課窓口で申し込み 
  ⑤ 受講料 …無料（教材費・交通費は自己負担） 
 
３ 求人情報検索サービス 
  求人情報の検索サービスが携帯電話・インターネットでできます。 
      https://www.aiboshi-shugyou.jp/php/ 

◎事業の実施は（社福）愛知県母子寡婦福祉連合会に委託しています。 
    所在地 名古屋市北区金田町３－１１ 愛知母子・父子福祉センター内 
    ℡ ０５２－９１５－８８２４（土日・祝日・年末年始は除く）  
      
 
  
【お知らせ】 愛知母子・父子福祉センターより 
   

ＬＩＮＥ公式アカウント友だち募集中 

 

講習会・セミナー・求人情報・子どもが参加できるイベント・ 
奨学金情報・その他お役立ち情報などをお届けします。 

                      
    （社福）愛知県母子寡婦福祉連合会 愛知母子・父子福祉センター 

                    ℡ ０５２－９１５－８８６２ 
@262xhnmt               

 

 

就業支援 

母子家庭等就業支援センター            おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 

LINE 相談はじめました。 

友だち追加お願いします！ 

https://www.aiboshi-shugyou.jp/php/


 - 14 -

 
 
豊田公共職業安定所では、ご希望により専任する担当者を定めて手厚い個別支援を行って 

います。事前予約制で１回約５０分です。 
職業相談・職業紹介・希望職種の求人情報提供、応募書類の作成や面接における注意点等 

のアドバイスをいたします。 
 
 
 

            
 

女性の「はたらく」をワンストップで支援する総合窓口として、各種相談や職業紹介セミ 
ナー等を行っています。子育てとの両立や職業上のブランク等に不安を感じている女性の就 
業や働く女性の職場定着、キャリアアップ、その他様々なチャレンジを総合的に支援します。 

 
１ 無料職業相談・紹介 
   希望の職種や働き方などキャリアコンサルタントが丁寧に聞き取り、あなたに合わせ 

た求人を紹介します。お子様連れの方にもご利用いただきやすいよう、キッズコーナー 
を併設した個室を用意しています。 

 
２ 就職支援セミナー 
   就業に必要な基礎的知識、応募書類の作成、面接対策、子育てとの両立等について学 

ぶセミナー（託児付き）を随時実施しています。セミナーの詳細は、広報とよた、及び 
豊田市女性しごとテラスホームページでご案内します。 

 
 
               
 
 

種 別 日 時 窓 口 

職 業 相 談 

平 日  8︓30〜17︓15 
 
※通訳 
ポルトガル語 平日 9︓00〜17︓00 
スペイン語  平日 9︓15〜17︓00 
ベトナム語  毎週水曜日 

9︓00〜17︓00 

豊田公共職業安定所  
① 職業相談・職業紹介  
  ℡ ３１－１４００⇒「４１＃」 

② 雇用保険失業給付・教育訓練給付 
 ℡ ３１－１４００⇒「１１＃」 

職 業 相 談 毎日（火曜・GW・年末年始を除く） 
10︓00〜18︓00 豊田市就労支援室 

Ｔ−ＦＡＣＥ A 館 9 階 
℡ ３１－１３３０ 内 職 相 談 毎週木曜日（祝日・GW・年末年始を除く） 

10︓00〜12︓00、13︓00〜15︓00 

女 性 向 け 
職 業 相 談 

毎日（火曜・GW・年末年始を除く） 
10︓00〜18︓00（１枠 45 分） 
※事前予約優先 

豊田市女性しごとテラス（豊田市就労支援室内） 
Ｔ−ＦＡＣＥ A 館 9 階 

℡ ４１－７５５５ 

児童扶養手当受給者対象 
職 業 相 談 

平日（祝日・GW・年末年始を除く） 
9︓00〜16︓00 
※事前予約必須 

おやこ応援課 

℡ ３４－６９６６ 

 

担当者制による職業相談           豊田公共職業安定所 ℡ ３１－１４００ 

豊田市女性しごとテラス cappuccino    豊田市女性しごとテラス ℡ ４１－７５５５ 

市内の就職・職業相談機関                     電話番号は下表参照 
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ひとり親家庭の母又は父が、就職に役立つ技能や資格取得のため各種講座を受講したり 

各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。 
なお、いずれも必ず受講前に母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。 
※審査があり給付できない場合もあります。 

 
1 自立支援教育訓練給付金 
  経済的自立のために指定の職業能力開発講座を受講後、自立支援教育訓練給付金を支給 

しています。講座受講前に相談の上、申請してください。 
 対象講座（受講費用が 20,002 円以上のもの） 

雇用保険制度の一般又は 
特定一般教育訓練給付の指定講座 

雇用保険制度の専門実践教育 
訓練給付の指定講座 

支
給
内
容 

支給額 受講料６０％相当額 
（上限２０万） 

受講料の６０％相当額 
（上限 修学年数×４０万） 

修了後１年以内に 
資格取得等し、 
就職等した場合 

－ 受講費用の２５％を追加支給 
（上限 年間２０万） 

 
２ 高等職業訓練促進給付金 
  就職に有利な資格取得と経済的自立のために、一定期間養成機関で修業した場合に支給 

しています。また給付が決定した場合、入学・就職準備金についても貸付制度があります。
必ず修業開始前に相談してください。 

  
① 対象資格…看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 など 
② 支給期間…修業期間の全期間(最長 4 年間) 
③ 支 給 額（下表参照） 

区分 月額 修了時 
市民税非課税世帯 100,000 円（最終 1 年間は 140,000 円） 50,000 円 
市民税課税世帯  70,500 円（最終 1 年間は 110,500 円） 25,000 円 
 
 
 
 
 高等職業訓練促進給付金（P15）を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を 
目指すひとり親家庭の親に対し、貸付を行います。 

 
① 対象者 

高等職業訓練促進給付金の支給を受ける母子家庭の母又は父子家庭の父 
 

② 貸付金の種類（下表参照） 
貸付金の種類 貸付金額 申請期限 

【入学準備金】 
養成機関の入学時に必要となる経費 

上限 50 万円 
(訓練期間により

上限 25 万円) 

養成機関に入学した日から起算して、 
11 月を経過した日の属する月の末日 

【就職準備金】 
養成機関を終了し、かつ資格を取得した 
場合に、就職にあたり必要となる経費 

上限 20 万円 
(訓練期間により
上限 10 万円) 

養成機関を卒業した日、又は資格を取得
した日のいずれか遅い日から起算して、
11 月を経過した日の属する月の末日 

※保証人がいない場合は有利子 

母子・父子家庭自立支援給付金            おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 

高等職業訓練促進資金の貸付   愛知県母子寡婦福祉連合会 ℡ ０５２―９１５－８８６２ 
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③ 返還免除 
養成機関を終了し、かつ資格を取得した日から１年以内に資格を生かして就職し、継続 
して５年間従事した場合に貸付金の返還を免除します。 

 
【問合せ先】（社福）愛知県母子寡婦福祉連合会  

所在地︓名古屋市北区金田町３－１１ 愛知母子・父子福祉センター内 
受付日︓月曜日〜金曜日 午前９︓００〜午後５︓３０（土日・祝日・年末年始は除く） 

 
 
 
 
「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家
庭の方を対象に、返還免除付で家賃の支払いを支援する「住宅支援資金」を無利子で貸し付け
ます。 
※「母子・父子自立支援プログラム」…個々に面接を実施し、本人の生活状況、就業への意欲、
資格取得への取組等について状況を把握したうえで、それぞれのニーズに応じた支援メ 
ニューを組み合わせて自立支援プログラムを策定し、ひとり親の方の自立・就労を支援します。 

 
① 貸付対象者 

下記のアとイの両方に該当する方 
ア 児童扶養手当の支給を受けている方 
（同等の水準のものを含む。ただし、所得水準を超過した場合でも１年以内であれば対象。） 
イ 「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けている方 

 
② 貸付額等について 

入居している住宅の家賃実費を貸し付けます。 
   ◆貸付額︓月額上限 4 万円  ◆貸付期間︓12 ヶ月まで  ◆利息︓無利子 
 
③ 貸付金の返還免除について 

下記のア又はイに該当する場合、返還を一括して免除 
 ア 現在就業していない方が、貸付から 1 年以内に就職をし 1 年間就労を継続すること。 

   イ 現在就業している方が、貸付から 1 年以内にプログラム策定時より高い所得が見込
まれる転職等をし、1 年間就労を継続すること。 

 
④ 問い合わせ先 

◎「母子・父子自立支援プログラム」 
  豊田市役所 おやこ応援課家庭福祉担当 母子・父子自立支援員まで（☎0565-34-6966） 
 

◎「住宅支援資金貸付」の申請書等に関する手続 
社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会まで(☎052-915-8862) 

住宅支援資金のご案内     愛知県母子寡婦福祉連合会 ℡ ０５２－９１５－８８６２ 
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①親権者 ②養育費 ③親子交流 ④財産分与 ⑤年金分割 などがあります。 
（親権者については離婚届に記載が必要です）他、慰謝料や婚姻費用について考えなけ
ればならない場合もあります。 
    法務省ＨＰ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html 
        離婚に際しての情報が掲載されていますので、ぜひご参照ください。 

①「親権者」について 
 「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする
権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされて
います。 
 また、離婚をする場合には父母のうち一方を親権者と定めることとされています。親権者は、
まずは父母の協議によって定めることとされていますが、協議によって定めることができない
場合や、協議をすることができない場合には、家庭裁判所における調停や裁判によって離婚す
ることとなり、親権者もその手続の中で定められることとなります。 
 
②「養育費」 ③「親子交流」について 
養育費…子どもを監護・教育するために必要な費用 
親子交流…子どもと離れて暮らしている父や母が子どもと定期的、継続的に、会って話をした

り、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流すること 
（平成 24 年 4 月、民法改正により養育費・親子交流についても離婚時に協議することが明示
されました。養育費・親子交流ともに子どもが心身ともに健全に育つためにはなくてはならな
いものです。子どもの利益を最優先に考えて取り決めることが必要です。） 
 
※「子どもの養育に関する合意書作成の手引きと Q＆A」 
離婚時に子どもの養育について、父母間で取り決めする上で参考となる冊子です。法務省の HP
又はおやこ応援課窓口で配布しています。 
 
④「財産分与」について 
 離婚をした者の一方が、他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。 
 離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与でもよいですし、離婚をしてから分与を請求す
ることもできます。ただし、離婚から２年が経過すると、家庭裁判所に申立てをすることがで
きなくなりますのでご注意ください。 
 
⑤「年金分割」について 
 年金分割は、離婚した場合に、二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割
して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。 
 年金分割の手続は、原則として、離婚をした日の翌日 
から２年を経過すると請求ができなくなります。 
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。。 

 
離婚について   養育費について   面会交流について  父母の離婚後等の子の養育に関する 
法務省の HP    裁判所の HP    裁判所の HP     見直しについて法務省の HP 

 
                                            
 

離婚の際の支援 

離婚をするときに考えておくべきこと   

 令和６年５月に親権や養育費等に関する 
ルールを見直す民法等改正法が成立し、 
令和８年５月までに施行される予定です。 
詳しくは法務省ホームページをご確認 
ください。 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html
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➤どうやって取り決めるの︖ 
 まずは話し合いましょう。取り決めた内容については、後日紛争が生じないように、口約束では
なく、公正証書や私的書面（念書・契約書・離婚協議書等）を作成しておきましょう。また、話し 
合いがまとまらない場合は家庭裁判所の離婚調停で調停調書を作成することをお勧めします。   

取決め方 公正証書 調停調書 
私的書面 

（念書・協議書） 

費用 
5,000 円〜2 万円位 
※目的価格（10 年分の養育費額）
に応じて手数料が決まっている。 

収入印紙 1,200 円分×子どもの数 
と切手代 1,100 円分程度 

無料 

作成場所 
公証人役場／豊田公証役場 

☎ 0565-34-1731 
（事前予約制） 

相手方の住民票を管轄する家庭裁判所 
（豊田市の場合、名古屋家庭裁判所岡崎支部） 

☎ 0564-51-8950 

私的書面の作成は、
「子どもの養育に関
する合意書作成の手
引きと Q＆A」（おや
こ応援課で配布）ま
たは法務省ＨＰ
(https://www.moj.go.jp/

MINJI/minji07_00194.ht

ml) を参考にしてく
ださい。 

作成期間 

１、２週間から１か月程度 
 
（公証役場で養育費等の金
額の相談はできません。事
前に夫婦で取決め内容につ
いて合意し、予約してくだ
さい。） 

数か月 
※通常１か月に１回程度の割合で３回
から５回程度かかる。 
 
（調停でも取り決めることができなけ
れば、判決書や和解調書で取り決めるこ
とになります。） 

※ 養育費の相談については、次ページの「養育費や法律の相談窓口」をご参照ください。 
  
➤養育費が取り決めどおり支払われないときは 
 家庭裁判所や地方裁判所から、履行勧告や履行命令、間接強制を命じてもらう、また、相手の給
料・預貯金・動産・不動産を差し押さえてもらう（強制執行）方法があります。 
 ※私的書面では直ちに養育費の履行勧告や強制執行はできません。なお、公正証書では金額の取
決めのほかに「強制執行を承諾する」という認諾条項を記載しておくことが必要です。 
 
＜ 養育費の支払いが滞った場合の養育費確保方法 ＞ 

取決め方 公正証書 調停調書 
私的書面 

（念書・協議書） 

確保方法 

裁判所が支払義務者に対して、期日内
に支払わなければ本来の養育費とは
別に一定額を支払うよう命じたり（間
接強制）、義務者の給料や財産を差し
押さえて強制的に取り立てること（強
制執行）ができます。 
 
※強制執行手続を利用する場合、強制
執行認諾条項(強制執行を受けること
を承知する旨の文言)を公正証書に記
載しておくことが必要です。 

左記の間接強制や強制執行の
ほか、家庭裁判所が支払義務者
に対して約束通り支払うこと
を勧告したり（履行勧告）、裁
判所が相当と認めた場合に期
限内の支払いに正当な理由な
く従わない場合は 10 万円以下
の過料を課す（履行命令）こと
ができます。 

直ちに給料や財産の
差し押えはできない
が、後に家庭裁判所
等で養育費の調定等
を申し立てることが
できます。 

 

養育費・親子交流の取決めをしましょう！ 
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https://www.moj.go.jp/
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離婚前の相談から、離婚後にはひとり親家庭や寡婦の方が自立できるよう、生活の安定や 

子育ての相談、就業に関する相談などを総合的に行っています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

種別 内容 時間 連絡先 

愛知母子・父子福祉センター 

養育費
相談 

電話相談 
（養育費相談員） 

月曜日〜金曜日 
10︓00〜16︓00 

(祝日・年末年始は除く) 
０５２－９１５－８８１６ 

書類作成に係
る面接相談 

（司法書士等） 

予約制 毎週火曜日 
13︓30・14︓30 

(祝日・年末年始は除く) 

予約電話 
０５２－９１５－８８６２ 
０５２－９１５－８８１６ 

公正証書・調停
申立書に係る 
書類作成支援 
（司法書士等） 

公正証書又は家庭裁判所での「調停」の手続きを必要
とする場合、豊田市の司法書士等が公正証書又は調停の
申立書などの書類作成支援を行います。（要予約/上記予
約電話へ） 

弁護士相談 
※弁護士が専門的知識を要

する法律相談を行います。 

※養育費や親権など離婚に

関する問題については、離婚

前の方も対象です。 

月曜日〜金曜日 
9︓00〜17︓30 

(祝日・年末年始は除く) 

予約電話 
０５２－９１５－８８６２ 
（初回のみ無料、要予約） 

養育費相談支援センター 
 

養育費や親子交流に 
関する電話・メール相談 

月・火・木・金曜日 
10︓00〜20︓00 

水曜日 
12︓00〜22︓00 

土曜日・祝日 
10︓00〜18︓00 

フリーダイヤル※携帯不可 
０１２０－９６５－４１９ 
 
電話 
０３－３９８０－４１０８ 
メール 

info@youikuhi.or.jp 

法テラス三河 
（予約制） 

無料法律相談（離婚・損
害賠償・金銭トラブルな

ど） 
※収入・資産が一定基準以下
の方が対象となります 

水曜日 
10︓00〜12︓00 
13︓00〜15︓30 

木曜日 
13︓00〜15︓30 

（祝日除く） 

予約電話 
0570-078-342 
〒444-8515 
岡崎市十王町２丁目９番地 
岡崎市役所西庁舎（南棟）１F 

養育費や法律の相談窓口                          電話番号は下表参照 

母子・父子自立支援員による相談             おやこ応援課 ℡ ３４－６９６６ 

mailto:info@youikuhi.or.jp
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家庭における児童の養育、人間関係その他の児童問題などの相談を行っています。 

 
 

 
 法 律 相 談 家庭悩みごと相談 

開設日 

日 時︓毎週火・水・木・金曜日 
   13︓30〜16︓30 

（祝日・12 月 29 日〜翌１月
４日を除く） 

 
場 所︓豊田市役所市民相談課 

日 時︓毎週月曜日 
13︓00〜16︓00 

毎週金曜日 
９︓00〜12︓00  

（祝日・12 月 29 日〜翌１月４日
を除く） 

場 所︓豊田市役所市民相談課 

相談員 弁護士 元家庭裁判所調停委員 

相談内容 
相続・遺言・離婚・借金などの 
法律的なこと 

夫婦・親子関係などの相談 

申込み 
①LINE※ 
②同課電話又は窓口 
※事前に豊田市 LINE 公式アカウントの友だち登録が必要。 

※相談日時が都合により変更になる場合もありますので、相談窓口でご確認ください。 

 

 
 
 

 債務に関する法律相談 くらしに関する法律相談 

開設日 
日 時︓第 1 土曜日 ※祝日休み 

午後１時 00 分〜午後４時 00 分 
場 所︓豊田市福祉センター（錦町 1-1-1） 

日 時︓第 3 土曜日 ※祝日休み 
午後１時 00 分〜午後４時 00 分 

場 所︓豊田市福祉センター（錦町 1-1-1） 

相談員 弁護士 弁護士 

申込み 

予約制（℡ ３４－１１３２） 
定員 １日５名（先着順） ３０分/回 
毎月２０日以降の 8︓30 から翌月分の申
込み受付開始（先着順） 

予約制（℡ ３４－１１３２） 
定員 １日５名（先着順） ３０分/回 
毎月２０日以降の 8︓30 から翌月分の申込
み受付開始（先着順） 

 

家庭児童相談室                     こども相談課 ℡ ３４－６９６５ 

市役所の相談窓口                     市民相談課 ℡ ３４－６６２６ 

豊田市社会福祉協議会の法律相談                      電話番号は下表参照 

相談窓口 

LINE での予約は 
こちらから→ 
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種別 相談内容 相談日時 電話番号 

とよた急病・ 
子育てコール 24 

〜育救(いっきゅう)さん
コール〜 

救急医療相談 
子育て相談 

２４時間 
３６５日 

な(やむ前に)きゅうきゅういくじ 
℡ 0120-79-9192 

親と子の電話相談 
はあとライン 

とよた 

・子育てがつらい時 
・気持ちを伝えたい時 
・どこに電話したらよい

かわからない時 

9︓00〜17︓00 
（土・日曜、祝日、年末

年始休み） 
はあとラインとよた 
℡ 0565-31-7867 

女性のための 
電話相談室 

クローバーコール 
女性がかかえる 
さまざまな悩み 

火・木・金・土曜日 
10︓00〜16︓00 

水曜 10︓00〜13︓00 
   16︓00〜19︓00 
（祝日、年末年始休み） 

クローバーコール 
℡ 0565-33-9680 

男性のための 
電話相談室 

メンズコールとよた 
男性がかかえる 
さまざまな悩み 

第２・４金曜 
18︓00〜20︓00 

（祝日、年末年始休み） 
メンズコールとよた 
℡ 0565-37-0034 

愛知母子・父子 
福祉センター 

電話相談 

母子・父子家庭及び寡婦の
方々の生活全般にわたる 

各種の相談 

月・水・金曜 
10︓00〜16︓00 

（祝日、年末年始休み） 

愛知母子・父子 
福祉センター 

℡ 052-915-8886 

女性の健康 
なんでも相談 

思春期、妊娠、出産期、
更年期等の女性の心や 

からだの不安や悩みごと 

火・木・土曜 
13︓30〜16︓30 
（祝日、年末年始休み） （公社）愛知県 

助産師会 
℡ 090-1412-1138 年末年始 母と子の  

電話相談 
妊娠・出産・子育ての 

悩みごと 
13︓30〜16︓30 
（年末年始のみ） 

就 業 相 談 就業に関する相談、 
職業紹介等 

9︓30〜16︓30 
（土・日曜、祝日、年末年始休み） 

母子家庭等就業 
支援センター 

℡ 052-915-8824 

女性向け職業相談 就業に関する相談、 
職業紹介等 

10︓00〜18︓00(1 枠 45 分) 
（火曜・GW・年末年始を除く） 

豊田市女性しごとテラス 
℡ 0565-41-7555 

養 育 費 相 談 養育費に関する 
各種相談 

10︓00〜16︓00 
（土・日曜、祝日、年末年始休み） 

愛知母子・父子 
福祉センター 

（養育費相談電話） 
℡ 052-915-8816 

子ども・家庭 110 番 高校生までの子どもに 
関する悩みごと 

9︓00〜17︓00 
（土・日曜、祝日、年末年始休み） 

愛知県設置の 
電話相談 

℡ 052-953-4152 

教 育 相 談 
「 こ こ ろ の 電 話 」 

青少年とその保護者の 
不安や悩みごと 

10︓00〜22︓00 
（年末年始休み） ℡ 052-261-9 6 7 1

クローナイ

 

※土・日曜、祝祭日、年末年始等で休みの日がありますので、相談日時は各相談窓口でご確認ください。 

電話相談                             電話番号は下表参照 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ひとり親家庭の福祉ガイド 

                     令和７年７月 
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